




1.感染予防の適応となる対象 

ANLLの初回緩解導入時,およびALLの再発例の緩解導入時で,Cytosine arabinosicdおよび

daunorubicin等anthracycline系の抗癌剤を含む多剤併用療法を施行する場合を適応とす

る。 

感染予防期間は,緩解導入 3日前から,治療終了後 2～3週間までとする。 

ただし,予防中,感染合併を示唆する症状(38℃以上の発熱が 48 時間以上続く発熱)が出現

した時には本予防処置は中止とする。 

なお本案は,無菌病室の設備のない,一般病院での個室治療の可能な場合を設定して計画し

た。 


